
早めの受診が
ダンゼンおトク

埼玉県 ・埼玉県保険者協議会・埼玉県医師会

埼玉県のマスコット
「コバトン」

※「特定健診」は、特定健康診査の略です。

特定健診は、医療保険者（保険証の発行元）へ
お問い合わせの上受診してください。
また、がん検診は、お住まいの市町村へ
お問い合わせください。

受けると、どうなるの？


